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第２部

プールの管理（衛生・安全）について

１．令和４年度プール監視結果及び衛生・安全管理

について

２．プール維持管理状況報告書について
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１．令和４年度プール監視結果

及び衛生・安全管理について
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５０ｍ３以上

貯水槽

施設内

都条例の基準を適用

（公衆浴場でないもの）

５０ｍ３未満

貯水槽

（例） 小プール
採暖槽

プール

プールとは・・
プール等取締条例において「プール」とは、容量５０ｍ３

以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設を
いいます。
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構造設備基準、

維持管理基準が適用

プールとは・・
都条例の基準が適用されるプールには、
許可プールと届出プールがあります。

○許可プール

・スポーツクラブ

・スイミングスクール

・レジャー施設

・競技施設

・学校開放プール
などのプール

○届出プール

・学校教育法第1条に規定する学校

・同法第124条に規定する専修学校

・同法第134条第1項に規定する各種学校等

上記学校の学生等を対象とするプール

維持管理基準が適用

（構造設備基準は適用されない）



許可プール・・・施設数 ２６ 不適施設数 １３

（５０％）

届出プール・・・施設数 １２２ 不適施設数 ８７

（７１％）

令和４年度 施設監視結果

監視施設数と不適施設数
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項 目 チェックポイント
不適施設数

内容
許可 届出

１ 採光・照明、換気
①適正な照度の維持

②適正な換気、CO2濃度の定期測定

０

０

０

０

２ 施設の清潔
①整とん・清掃・ 清潔

②便所の清潔

０

０

１０

４

プールサイドの汚れ

清掃が不十分

３ プール水
①適正な水質の確保

②水質検査の実施

６

０

８

１

水質検査結果不適
残塩 測定場所等不足

４ ろ過・ 換水

①浄化設備（ ろ過器等の運転状況）

②全換水・清掃

③水位調整槽・還水槽の清掃・点検

０

０

０

７

０

０

塩素注入器故障

５ プール水の汚染防止

①足洗い場等（足洗い場及び腰洗い

槽） の管理

②シャワー・足洗い場等の使用

０

０

３

０

腰洗い槽故障、

足洗い場塩 素未添加
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不適項目（１）



項 目 チェックポイント
不適施設数

内容
許可 届出

６
ｼｬﾜｰ・洗眼

・洗面所

①清潔・整とん

②使用水の水質

０

０

１７

０

シャワー・洗眼器故障等

７
危険防止・救護・
安全確保等

①監視・救護体制

②施設の安全確認

③薬品類の適正管理

１

１

６

１３

１４

３２

救護具等の整備、緊急時連
絡体制の不備

排水口蓋の固定不備

薬品保管方法不備

８ 水泳者

①注意事項、開場時間の表示

②設備点検結果等の掲示

③水泳者、水泳不適時の管理

０

１

０

１０

１２

０

注意事項等の表示なし

設備点検結果等の掲示なし

水質不適時の対処なし

９ 維持管理記録
①必要事項の記入

②記録の保存

０
１

９
０

記入項目不足

10 届出

①構造設備

②管理者

③その他

１

１

２

２８

０

０

変更が未届

7

不適項目（２）



・常に整とんし、清掃を毎日１回以上実施 [条例5-1]

・じんかいその他の汚物を停滞させない [規則別表2-1-1]

●プール本体、プールサイドの汚れ（落ち葉、雑草、鳥のフン）
清掃の強化

●更衣室、便所の清掃が不十分
清掃の強化

●更衣室、機械室に不用品（使用済み薬剤容器等）が散乱
不用品撤去・片付け

２施設の清潔
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施設全体

不適内容



３プール水

項目 基準値

[規則別表2-2-2、 2-2-2の2]

測定頻度

[規則別表2-2-2の3]

ｐH ５．８～８．６

月１回以上

濁度 ２度を超えない

過ﾏﾝｶ゙ ﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 １２ mg/Lを 超えない

大腸菌 検出されないこ と（ 100 mL中 ）

一般細菌 ２００ CFU/mLを 超えない

レジオネラ属菌

（加温装置使用の場合 ）
検出されないこ と 年１回以上

遊離残留塩素濃度 ０．４ mg/L以上

毎時１回以上
二酸化塩素濃度

０．１～ ０．４ mg/L

かつ亜塩素酸が１．２ mg/L以下
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プール水基準
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●容量５０ｍ3以上のプールは対角線上の両端を

含む２ヵ所以上（レジオネラ属菌については１ヵ所以上）

●容量５０ｍ3未満の小プール、採暖槽 １ヵ所以上

５０ｍ3以上
採暖槽

小プール

対
角
線
上
の
両
端
を
含
む
２
ヵ
所
以
上
で

採
水
（１
カ
所
で
は
測
定
場
所
不
足
）

最
低
１
ヵ
所
で
採
水

水質検査の実施（採水）場所



４ ろ過・換水

11

浄化設備

水位調整槽・還水槽の清掃・点検

全換水・清掃

・浄化設備は、使用期間中２４時間運転
・ろ過器、配管、集毛器は、定期的に洗浄・清掃・消毒 [通知]

（→ろ過装置、塩素注入器の不具合）

・プールの貯水槽 １年に１回以上全換水し、清掃
[規則別表2-2-1]

・水位調整槽・還水槽の清掃は、年１回以上行い、適宜点検
[規則別表2-2-１ の3]



・洗面水栓、飲用水栓及び洗眼専用の洗眼器は、
それぞれ定められた数を設置する。 [規則別表1-1-2]

●洗眼器の①故障、②目詰まり

①修理・修繕、②清掃等

●シャワーヘッドの取り外し

シャワーヘッド補修・設置

６シャワー・洗眼・洗面所
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清潔・整とん

不適内容



７危険防止・救護・安全確保等
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令和５年度に発生したプールにおける事故

●富山県のフィットネスクラブの屋内プール
で、５歳男児が溺死（４月）

●大阪府の障がい者福祉施設の屋内プー
ルで、８０歳男性が溺死（５月）

⇒いずれの事故も、監視人が配置されて
いる中で起きている。



７危険防止・救護・安全確保等
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●プール監視人の業務

🔶入場者の安全、事故防止のため、水面を中心
に場内全域において監視を行う。

🔶事故が発生した場合は、救助、連絡、場内整

理などを行う。
🔶利用者の年齢、体格等に応じ、利用するプー
ルやエリアの指示、保護者等の付添いを求め
るなどの指導を行う。
🔶プール場内の禁止事項、留意事項について指
導を行う。

「プールの安全標準 指針」より抜粋



７危険防止・救護・安全確保等
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●プール監視人の留意事項
🔶水面の監視に当たっては細心の注意を払い、
監視業務に全神経を集中すること。

🔶危険と判断される行為・利用者には、毅然とし

て注意を促すこと。
🔶幼児及び小学校低学年の子どもの一人遊び
には特に注意を払うこと。
🔶監視は目の前だけでなく、顔をあげて広く監視
すること。
🔶交代等で施設内を移動するときも常に水面を
監視し、事故等があった場合はその対応を優
先すること。 「プールの安全標準 指針」より抜粋



７危険防止・救護・安全確保等
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監視・救護体制

●監視人を適当数配置している [規則 別表 2-1-2]

●救命器具は直ちに使用できる状態にしておく
（救命浮輪、麻なわ、ＡＥＤ、搬送用担架、救急セット、毛布等）

[規則 別表 2-1-3]

●緊急時の連絡体制の確保 [規則 別表 2-1-9]

🔶 救護のために２ヵ所以上の最寄の病院診療所を把握しておく

🔶 経営者、管理者、監視人の連絡体制を整備

（→マニュアル等の作成）
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研修・訓練

●監視人に研修及び訓練を実施 [規則別表2-1-2の2]

🔶経営者が監視人に対して実施
🔶内容

・プールの構造及び衛生管理
・事故防止対策
・事故発生、緊急時の措置と救護
・緊急事態の発生を想定した実地訓練
・その他、安全・衛生管理上必要な事項

（研修資料例）
「プール監視員のこころえ」（東京都福祉保健局）

⇒多摩小平保健所ＨＰに掲載



●全換水 １年に１回
[規則 別表 2-2-1]

●閉場時、休憩時等の点検時に開口部鉄格子等の固定状況確認
●貯水槽内の排水口、吐出口付近の水泳者の安全状況を常時
確認する [規則 別表 2-2-1の2]

●開口部には、金網、鉄格子を設ける ネジ、ボルトで固定する

●排水口、取入口

[条例3-3-5、 規則 別表 1-2-3の5、 1-2-3の6、 1-2-3の7]
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施設の安全確認

貯水槽開口部の構造（排水口、循環水取入口、吐出口）

吸付き防止措置
配管口に吸い込み防止金具

水槽底面の清掃を実施する
開口部の安全確認をする

あわせて実施

貯水槽開口部の安全確認

（出典）健康運動施設開発機構

吸込み防止金具



 

 
《プール底にある排水口の例》 

吸込み防止金具 

 排水 
循環水 

金網・鉄格子等を 
ネジ・ボルト等で 
堅固に固定する。 

 

  

換水時に
固定状況確認

ボルトの緩み、
抜け等は、
毎日確認

安全確認（貯水槽開口部）
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換水時の確認は、頻繁に実施できないため、
写真を撮って記録を残しておくことが大切です。
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薬品類の適正管理

薬剤保管設備

塩素剤 凝集剤

●施錠可能な専用の保管施設を設ける

●保管施設には、
薬剤ごとに専用の保管設備を設ける

※保管設備、保管容器に
薬剤の名称を記載する
※遮光するなど薬剤の特性に応じた
保管をする
火気、湿気を避け冷暗所に保管

[規則 別表 1-2-11]



【アルカリ性の薬剤】
・次亜塩素酸ナトリウム
酸と混合すると塩素ガス発生
強アルカリ性
乾燥すると爆発

・次亜塩素酸カルシウム（さらし粉）
熱で分解し爆発
酸化剤等と混合すると爆発

薬品による事故防止

禁忌

混ぜると爆発する

【酸性の薬剤】
・無機凝集剤（酸性）
ポリ塩化アルミニウム（PAC）
硫酸アルミニウム（硫酸 バンド）

・塩素化イソシアヌル酸
酸性
少量の水で塩素ガス発生

混合

塩素ガス発生
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●異種の薬品の混合を防止
保管容器、薬剤を補充する容器に薬剤の名称を表示する
取扱う係員は十分な知識を持ったものを充てる

[規則 別表 2-2-6]



８水泳者
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●「利用者の注意事項」を見やすい場所に表示する [条例5-1-3]

●開場時間を見やすい場所に表示する [規則 別表 2-1-4]

注意事項、開場時間の表示

水質検査・設備点検結果の掲示

●水質検査（毎月）、構造設備点検結果（毎日）

を利用者の見やすい場所に掲示する

[条例別表 2-2-2の4]



 

利
用
者
の
注
意
事
項
（
例
示
） 

一 
プ
ー
ル
内
で
は
監
視
人
の
指
示
に
従
い
ま
し
ょ
う
。 

二 

か
ぜ
、
咽
頭
結
膜
熱
（
プ
ー
ル
熱
）
そ
の
他
感
染
性
の
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
人
や
下
痢

等
の
症
状
の
あ
る
人
は
、
泳
い
で
は
い
け
ま
せ
ん
。 

三 

飲
酒
者
や
保
護
者
が
い
な
い
幼
児
、
ひ
ど
く
疲
れ
て
い
る
人
は
、
泳
い
で
は
い
け
ま
せ
ん
。 

四 

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
り
、
迷
惑
と
な
る
物
、
刃
物
・
ガ
ラ

ス
製
品
な
ど
の
危
険
な
物
や
動
物
を
持
ち
込
ん
だ
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

五 

プ
ー
ル
に
入
る
前
に
は
、
ト
イ
レ
を
済
ま
せ
、
体
の
各
部
を
よ
く
洗
い
、
化
粧
等
を
洗
い

落
と
し
ま
し
ょ
う
。 

六 

プ
ー
ル
内
で
は
、
鼻
を
か
ん
だ
り
、
つ
ば
を
吐
い
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

七 

プ
ー
ル
サ
イ
ド
で
履
物
を
使
用
し
た
り
飲
食
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

八 

泳
ぎ
終
わ
っ
た
ら
必
ず
眼
を
洗
い
、
う
が
い
を
し
、
シ
ャ
ワ
ー
で
体
の
各
部
を
よ
く
洗
い

ま
し
ょ
う
。 

九 

そ
の
他
、
水
泳
者
の
安
全
及
び
衛
生
を
損
な
う
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

注意事項（例示）
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当プールをご利用のみなさまへ（例示） 
 

 当プールは、施設の安全と衛生を確保するため、毎日点検を実施しております。 

主な点検結果は以下のとおりです。 

 

令和○○年○○月○○日 

管理者 

（連絡先：○○○－○○○－○○○○） 

点検項目 点検結果 

循環水取入口、排水口及び吐出口の金網、

鉄格子及び吸込み防止金具等は、堅固に固

定されているか 

(例) 循環水取入口、排水口及び吐出口に設置

されている金網や吸込み防止金具は、ボ

ルトで堅固に固定されています。また、

ボルトに異常はありませんでした。 

循環ろ過器及び塩素滅菌機は、適正に作動

しているか 
(例) いずれも適正に作動しています 

施設内は常に整とんし、水泳者が利用する

場所は毎日１回以上清掃しているか 

(例) プールサイドは、○時○分に清掃しまし

た。また、更衣所、便所、シャワー室

は、○時○分に清掃しました。 

監視人は、適正に配置され、常に水泳者の

安全に配慮しているか 
(例) 本日は○人で常時監視に当っています。 

プール水の水質は、適正か 

(例) ○月○日の水質検査結果で、東京都のプ

ール等取締条例の基準に適合している

ことを確認しています。 

遊離残留塩素濃度等を、毎時間確認してい

るか 

(例) １時間に１回、遊離残留塩素濃度を測定

しています。なお、本日の開場前の遊

離残留塩素濃度は、○mg/ℓでした。 

その他の点検項目  

  

設備点検結果（例示）



東京都多摩小平保健所.

◎ レジオネラ症について

●レジオネラ症とは

 「レジオネラ属菌」という細菌によって起こる感染症

 国内では主に入浴施設等を発生源とした感染事例
が多数報告されており、死亡者も発生している

 レジオネラ肺炎、ポンティアック熱の２つに分けられ
る



東京都多摩小平保健所.

●レジオネラ属菌とは

感染の経路（どのように感染するか）

 レジオネラ属菌を吸い込み、肺に達すると感染する

 エアロゾル感染（エアロゾル：目に見えないような細かい水滴）

 繁殖しやすい設備：

循環式浴槽、プール施設（温水プール、採暖槽）、

ミスト発生器、加湿器（超音波式）、冷却塔、

噴水・人工滝など水景用水、貯湯槽 など



東京都多摩小平保健所.

プールにおけるレジオネラ症防止対策(１)

●プール条例で、加温装置を設け温水を利用する温水
プール、採暖槽（ジャグジー等）は、通常の水質検査項目に加
え、レジオネラ属菌の検査を年１回以上実施することが規
定されている

●特に採暖槽（ジャグジー等の気泡発生装置）は、エアロ
ゾルが発生し、レジオネラ属菌に感染するリスクが高い

●このため、採暖槽は、プール条例に基づき遊離残留塩
素濃度０．４mg/L以上を保持する必要がある。また、公衆
浴場法に準じたレジオネラ症防止措置（換水、ろ過器及
び循環配管の洗浄・消毒等）を講じることが望ましい



東京都多摩小平保健所.

プールにおけるレジオネラ症防止対策(２)

●温水プール（プール本体）からも、レジオネラ属菌検
出事例がある

●温水プールは大容量であり、公衆浴場の浴槽のよう
に容易に換水したり配管等の消毒をすることができない

●こうしたことから、温水プールついては、プール条例
に基づく一連の設備管理を確実に遵守するとともに、ろ
過装置の２４時間運転、遊離残留塩素濃度０．４mg/L以
上を確実に保持する必要がある
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２．プール維持管理状況報告書
について



報告内容

１ プール維持管理状況報告書

３ 遊離残留塩素濃度の測定結果

水質検査実施日のプール日誌の写し

１ 施設の点検結果

２ プールの水質検査結果

※加温プールはレジオネラ属菌も実施

(年１回以上)

４ 二酸化炭素測定結果

屋内プールのみ (２ヵ月に１回)

点検結果と措置の状況（報告様式に記入）

報告徴収の規定

プール等取締条例第７条
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(株)スポーツ＆スパ トーキョート 

代表取締役 東京 太郎 

スポーツクラブ スポーツ＆スパ 

東京 花子 

スポーツ＆スパ トーキョート 

令和○年○○月○○日 

東京都多摩小平保健所長 殿 

 

施 設 名 称 

施設所在地 

経 営 者 

 

（管理者） 

 

  プール維持管理状況報告（ ○ 月分） 

 
プールの維持管理状況について、下記のとおり報告します。 

記 

１ プールの水質検査結果   別紙写しのとおり 

２ 水質検査実施日の残留塩素濃度測定結果（プール日誌）  別紙写しのとおり 

３ その他の検査結果   別紙写しのとおり 

レジオネラ属菌検査結果（加温プール及び採暖槽のみ）【1回/年】 

二酸化炭素測定結果（屋内プールのみ）【1回/2ヶ月】 

４ 維持管理状況点検結果 

点 検 項 目 チェック 

プール水は、貯水槽ごとに全換水したか。その際、貯水槽内開口部の安全を確認し、また、

貯水槽の清掃を行ったか。【1回以上/年】 
○ 

閉場後直ちに、貯水槽内開口部の安全等、施設全体を点検し異常の有無を確認しているか。 ○ 

救命器具は、適宜点検を行い、直ちに使用できる状態で監視所に保管しているか。 ○ 

足洗い場及び腰洗い槽には、常に適量の塩素剤を入れているか。また、随時水を入れ替え清

浄に保っているか。 
－ 

水位調整槽及び還水槽の点検を適宜行い、1年に 1回以上清掃を行っているか。 － 

薬剤保管容器に名称を記載し、薬剤ごとに保管しているか。 ○ 

薬剤の補充を実施する係員に、必要な知識を習得させているか。 ○ 

救護のために、緊急時の連絡体制を整え、監視人に研修及び訓練を行っているか。 ○ 

利用者の見やすい場所に、水質検査及び構造設備点検の結果を表示しているか。 ○ 

プール日誌を毎日記録し、3年間保存しているか。 ○ 

常に整とんし、水泳者が利用する場所は、1日に 1回以上清掃しているか。 ○ 

備 考 

チェック方法 

○ ：適合 

 ：不適合（不適合の具体的な状況は備考に記入してください） 

― ：該当なし 

 

【提 出 先】 東京都多摩小平保健所  生活環境安全課  環境衛生第一・第二 

〒187-0002 小平市花小金井 1-31-24  TEL 042(450)3111 FAX 042(450)3261 

 

報告担当者名            

電 話 番 号            

記入例 

保健所に許可・届出時の施設名称、施設所

在地、経営者名（法人の場合は法人名及び

代表者名）を記入してください。（押印は不要

です。） 

管理者名も忘れずに記入してください。 

報告月を記入してください。 

小平市花小金井○―△―□ 

チェック欄には「○」「レ」「－」のい

ずれかを記入してください。 

報告者名等を記入して

ください。 

チェック欄に「レ」がある場合及び水質検査結果に不適がある場合は、速やかに改善措置を講じるととも

に、備考欄に原因と対応についてご記入ください。（別紙でも構いません） 

忘れずに添付してください。 

なお、プール水の水質検査採水地点は、容

量が 50m3 以上の貯水槽については、対角

線の両端を含む２箇所以上、それ以外の貯

水槽については、原則として１箇所です。 

レジオネラ属菌に関する検査の採水地点

は、系統ごとに１箇所以上です。 

足洗い場、腰洗い槽、水位調整槽、還水

槽等、該当する設備がない場合は「－」と

してください。 
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多摩小平保健所 生活環境安全課

環境衛生第一担当（小平市・東村山市・清瀬市）

環境衛生第二担当（西東京市・東久留米市）

〒187-0002 小平市花小金井１－３１－２４

TEL 042-450-3111 FAX 042-450-3261

各市教育委員会へ提出

許可プール、届出プール（市立小中学校以外）

届出プール（市立小中学校）

２ 提出先
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最後に

利用者にとって、

事故がなく、衛生的な

楽しいプールとなるよう

よろしくお願いします。


